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第１回 国保運営協議会 

資料２ 

令和元年８月２０日（火） 



深谷市国民健康保険税の課税限度額の引き上げについて 

 

○令和２年度 深谷市国民健康保険税の課税限度額を次のとおり引き上げします。 

 

【 引き上げ理由 】  

平成３１年度 税制改正において「 低所得者に係る軽減の拡充 」及び「 課税限度額の

引き上げ 」が行われ、このうち、深谷市においては、「 低所得者に係る軽減の拡充 」

のみを実施しております。 今回、平成３１年度 税制改正から１年遅れとなりますが

税制改正の趣旨に則り「 課税限度額の引き上げ 」を行うものです。 

（  施行予定日：令和２年４月１日  ） 

 

（１）課税限度額の引き上げ 

区 分 現 行 引き上げ後 

医 療 給 付 費 分 ５８万円 ６１万円 

後 期 高 齢 者 支 援 金 分 １９万円 １９万円 

介 護 納 付 金 分 １６万円 １６万円 

合 計 ９３万円 ９６万円 

 

 

 

（２）課税限度額の引き上げに伴う影響について 

                   （令和元年７月１日現在） 

影響状況 
影響を受ける世帯数 調定額（増） 

３８０世帯 １０,７７４,２００円 

※令和元年（平成３１年）度の課税状況により算出 

 

 



（３）過去の課税限度額の引き上げ状況について 

年度 医療給付費分 
後期高齢者 

支援金等分 
介護納付金分 合計 

平成２０年度 ４７万円 １２万円 ９万円 ６８万円 

平成２３年度 ５０万円 １３万円 １０万円 ７３万円 

平成２４年度 ５１万円 １４万円 １２万円 ７７万円 

平成２７年度 ５１万円 １６万円 １４万円 ８１万円 

平成２８年度 ５２万円 １７万円 １６万円 ８５万円 

平成２９年度 ５４万円 １９万円 １６万円 ８９万円 

平成３０年度 ５８万円 １９万円 １６万円 ９３万円 

 

 

 

 

（４）近隣市の状況（ 県北５市 ） 

 医療給付費分 
後期高齢者 

支援金等分 
介護納付金分 合計 

熊谷市 ５８万円 １９万円 １６万円 ９３万円 

行田市 ５８万円 １９万円 １６万円 ９３万円 

秩父市 ５４万円 １９万円 １６万円 ８９万円 

本庄市 ６１万円 １９万円 １６万円 ９６万円 

深谷市 ５８万円 １９万円 １６万円 ９３万円 

※令和元年（平成３１年）度 国民健康保険税 課税限度額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）低所得者に係る軽減の拡充状況 

【 変更内容 】 

 

 

 

 

 

 

 

    ※  被保険者数等とは、被保険者数と特定同一世帯所属者（※1）の合計人数 

    ※１ 特定同一世帯所属者とは国保から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の 

世帯に属しているかた 

 

 

【 軽減拡充の影響 】            （令和元年７月１日現在） 

 世帯数 軽減額 

５割軽減 

改正前 ２，９８３世帯 ８７，９５３，２５０円 

改正後 ３，０４９世帯 ９０，０６３，６２５円 

差   ６６世帯 ２，１１０，３７５円 

２割軽減 

改正前 ２，６０９世帯 ３１，７４３，９５０円 

改正後 ２，６４０世帯 ３２，０７７，５００円 

差   ３１世帯   ３３３，５５０円 

差額合計  ９７世帯 ２，４４３，９２５円 

※ 改正により、軽減世帯は９７世帯増加し、軽減額は、２，４４３，９２５円 

の増額となりました。 

 

軽減割合 軽減対象となる所得の基準金額 

７割軽減 ３３万円以下 

５割軽減 
【改正前】３３万円+２７万５千円×（被保険者数等※の合計）以下 

【改正後】３３万円+２8 万円×（被保険者数等※の合計）以下 

２割軽減 
【改正前】３３万円+５０万円×（被保険者数等※の合計）以下 

【改正後】３３万円+５1 万円×（被保険者数等※の合計）以下 


